
第1号議案

長崎国際大学同窓会会則

〔名称〕 第１条 本会は、長崎国際大学同窓会と称する。

〔所在地〕 第２条 本会は、本部を佐世保市ハウステンボス町2825-7の長崎国際大学内におく。

〔目的〕 第３条 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展向上に寄与することを目的とする。

〔事業〕 第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

〔１〕 会報及び会員名簿の作成。

〔２〕 総会、及び役員会の開催。

〔３〕 研究会、講演会および親睦会などの開催。

〔４〕 母校事業計画に対する積極的協力。

〔５〕 在学生の教育厚生等に対する援助。

〔６〕 その他、本会の目的達成に必要と認める事業。

〔組織〕 第５条 本会は、次の会員を持って組織する。

〔１〕 正会員　長崎国際大学卒業生、長崎国際大学大学院修了生のうち会費納入者。

〔２〕 準会員　会費納入者の大学〔大学院を含む〕の在学中の期間。

〔３〕 特別会員　長崎国際大学の教職員の在職期間。

2 会員は、本会目的のために協力し、住所氏名を変更したときは、すみやかに本部へ連絡するものとする。

〔役員〕 第６条 本会に次の役員を置く。

〔１〕 会長　　１名とする。

〔２〕 副会長　２名以内とする。

〔３〕 理事　５名以内とし、必ず１名は特別会員から選出する。

〔４〕 監事　２名以内とする。

2 理事のうち１名は会計を担当する。

〔役員の選出〕 第７条 役員は、総会において会員中よりこれを選出し、各役員は役員の互選によりこれを選出する。

〔役員の任期〕 第８条 役員の任期は2年とし、承認された総会の翌日から２年目の総会の日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前任者が欠けたことにより選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

〔役員の任務〕 第９条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故のあるときは、その任務を代行する。

3 理事は、会務を掌理し、本会の運営にあたる。

4 会計は、本会運営に関する会計を処理する。

5 監事は、本会の運営を監査する。

〔事務局〕 第１０条 本会に事務局を置く。

2 事務局には、必要な事務職員を置くことができる。

3 事務職員は、会長の命を受けて本会の事務を処理する。
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4 前３項によりがたい場合には、長崎国際大学に委嘱することができる。

〔会議〕 第１１条 本会の会議は、総会と役員会とする。

〔総会〕 第１２条 総会は、2年に１回とし、本会運営に関する事項を審議する。必要に応じ、臨時総会を開くことができる。

2 総会の議事は、出席会員の過半数で決する。

〔審議内容〕 第１３条 総会に附議する事項は次の通りとする。

〔１〕 事業報告および収支決算についての事項。

〔２〕 事業計画および収支予算についての事項。

〔３〕 会則の改正。

〔４〕 役員の承認。

〔５〕 その他、必要と認められる事項。

〔役員会の構成 第１４条 役員会は、役員で構成する。

2 役員会の議長は会長がこれにあたる。

〔役員会〕 第１５条 役員会は、原則１年に１回とし、本会運営に関する事項を審議する。必要に応じ、役員会を開くことができる。

2 役員会は、過半数の出席をもって成立し、決議は、出席者の過半数で決する。

〔審議内容〕 第１６条 役員会に附議される事項は、次の通りとする。

〔１〕 事業報告および収支決算についての事項。

〔２〕 事業計画および収支予算についての事項。

〔３〕 総会に提出される議案等の事項。

〔４〕 細則その他、必要と認められる事項。

〔召集〕 第１７条 総会および役員会は、会長が招集する。

〔会費〕 第１８条 会費は、在学期間中に毎年８,０００円を納付するものとする。ただし、４年分の32,000円を上限とする。

2 納付された入会金は、原則としてこれを返還しない。

〔会計年度〕 第１９条 本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌々年３月３１日に終わる。

〔支部〕 第２０条 支部の設置は、役員会の承認を得るものとする。

〔支部の役員〕 第２１条 支部には、所属する会員の推薦で、支部長および必要な役員を置く。

〔支部の内規〕 第２２条 支部は、本会の主旨に反しない限り、自ら内規を設けることができる。

〔本部への連絡 第２３条 支部長は次のことを本部に連絡しなければならない。

〔１〕 支部事務所の所在地。

〔２〕 支部活動、その他。

〔会則の改定〕 第２４条 この会則の改定は、役員会の議を経て総会において決する。

附則

この会則は、平成21年6月27日から施行する。
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